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産学官連携の新展開
＝様々な大学の個性的な取り組み

大型（コンソーシアム型）・先端的な研究で光る旧帝
大・公的研究機関
東大（Ｐｒｏｐｒiｕｓ２１）、京大、阪大、理研、産総研・・・ｅｔｃ

地方大学の個性的な取り組み
・九工大（ヒューマンライフＩＴ開発センター、飯塚トライバレ
ー構想）
・岩手大（１７市町村と共同研究、地元中小企業との徹底し
た連携）
・・・・ｅｔｃ、ｅｔｃ

建学の理念が光る私大の取り組み
・早大、慶大、立命館、龍谷大・・ｅｔｃ
・・・大学発ベンチャーの創出と知財人材教育、国際貢献
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共同研究の課題と産学官連携
・・「産」は「学官」との連携に何を期待するか？

その１ 大型基盤技術の研究開発

国家的大型プロジェクト、コンソーシアム（産学官
多数結集）型共同研究

（学官の役割）先端的な基盤技術の創出

その２ 具体的な課題解決→新製品開発目
的の共同研究
（学官の役割）技術課題の克服＝実用化研究

その３ 革新的な新技術、新しい科学領域

→新しい市場と事業の創出
（学官の役割）革新的な新技術・新分野の創出
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共同研究成果→事業化のために

（フェーズ１）課題解決を求める企業と学内研究シーズを
結びつける→知財創出→ライセンシング

学内研究シーズの洗い出し～マッチングを意識した研
究シーズ紹介、ＴＬＯ等の活用

（フェーズ２）知財創出後の支援・インキュベーション

成果

（知財）
共同研究

Ａ Ｂ

有限責任事業組合（ＬＬＰ）

事業化
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ＬＬＰによる成果の事業化の例 エシキャット・ジャパン（SiCエピウェ
ハーの実用化・量産化研究） 出典・日経ビジネス誌
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産学官連携の新展開と大学・研究
機関の知財戦略



7

技術分野と知財戦略上の争点

例・共同研究と共有特許をめぐる論点

エレクトロニクス

情報通信

・特許「群」の１つ、かつ
特許の回避が可能

・クロスライセンス戦略

・防衛特許

「不実施補償」をめぐる

論争（共有特許）

バイオ

・「上流特許」が多い

→独占を望む

→不実施補償の問題

が出てこない

・創薬プロセスへの理

解、協力が求められる

・成果有体物提供に伴

う問題

ナノテク素材

・材料

・単独の基本特許の有
無で不実施補償の
帰趨が決まる

・用途特許が共有とな

る場合のコンフリクト

・成果有体物提供に伴

う問題

・ノウハウの重要性
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技術分野とライセンス戦略（ライセンス行動）

ライフサイエンス分野（ｅｘ 製薬）

ライセンサー

ライセンシー

ｅｘ 遺伝子特許、スクリーニング特許、
リサーチツール特許

上流ＰＡＴ

前臨床 臨床 製造承認段階 製品

電子・ Ｉ Ｔ分野
「上流・下流」よりも「標準化規格に含まれるか・否か」

標準化規格

ＰＡＴＡ

ＰＡＴＢ ＰＡＴＤ

ＰＡＴＣ

Ａ社

Ｃ社 Ｄ社

Ｂ社

「ライセンサー」であり、かつ「ライセンシー」でもある世界

ライセンスは仲間作りに必要
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大学・公的研究機関の知財戦略

基本かつ単独知財の創出が最重要。特にナノテク・
素材分野では、共同研究前に基本・単独知財の出
願が必須
【利用発明に対する裁定実施権（特許法９２条）は日米特許
庁「共通の理解」（１９９４年８月）後、事実上発動されてない】

ライフサイエンス分野では単独・上流ＰＡＴの創出に
注力する

エレクトロニクス・情報通信分野では、複数の特許の
インテグレーションを考える

共同研究では研究ノートを徹底させる＝発明の創製
に対する貢献を明確にし、安易に共有に流れるのを
防ぐ （研究ミスコンダクトの防止策にもなる）
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知財本部の課題ー現在、そして近未来
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産学連携推進本部・知財部機能の深化と
高度化（その１）

【現在】出願・ライセンス・知財管理・契約（
共同研究、受託研究）

【期待される役割】研究者に対する知財面
からの後方支援
exパテントマップの活用→知財創出の方向付け、
基本・単独特許出願の推進、研究ノートの推進等

【期待される役割】事業化を意識した研究シ
ーズの紹介（企業がアクセスしやすいデー
タベース作り）、マッチング機能（産学官連
携コーディネータ、ＴＬＯの活用）



12

産学連携推進本部・知財部機能の深化
と高度化（その２）

【期待される役割】大学・研究所発ベンチャー

の創出とベンチャー支援
「寄付及びライセンス対価として株式を取得する場
合の取扱いについて」２００５年３月文部科学省通知
ベンチャーへの知財ライセンスに際し、ライセンス料
の支払いに代え株式・新株予約権を取得することが
可能になった
（ベンチャー）資金負担の軽減
（大学・研究機関）ベンチャーの上場・Ｍ＆Ａによる
株式売却益の期待
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産学連携推進本部・知財部機能の深化
と高度化（その３）

【課題その１】産学官連携の活性化と企業
業との紛争の増加→紛争予防、法務機能
強化の必要性
→人材・専門家（弁護士）の確保が急務
共同研究におけるトラブル例
・成果を無断で単独出願・「成果」と言い難い段階
で「大学との共同研究の成果」と公表ｅｔｃ
企業からのクレーム例 ・
自社特許を侵害しているのではないか・自社との
共同研究の成果や自社技術情報を、他の共同研
究先（ライバル企業）に漏洩したのではないかｅｔｃ
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産学連携推進本部・知財部機能の深化
と高度化（その４）

【課題その２】国際出願の増加、研究の国
際化、国際的産学官連携（外国企業との共
同研究、受託研究）の増加
→国際的な知財、契約、外国の法規制（輸
出管理規制等）に精通した人材・専門家（
弁護士等）の確保が必須

法務機能の強化・国際化への対応には、各
地域毎での、大学・公的研究機関 知財部間
の連携の促進が必要
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